
出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ） 

（平成 26年 3月現在） 

 

平成 26 年３月から運用を開始している出港前報告制度に関して、主な質問とその回答（Ｆ

ＡＱ）を 財務省資料を基に取りまとめましたので、荷主様皆様に情報提供させて頂きます。 

 

問１．出港前報告制度を導入する理由は何か。問１．出港前報告制度を導入する理由は何か。問１．出港前報告制度を導入する理由は何か。問１．出港前報告制度を導入する理由は何か。    

 

答１．我が国の国際物流におけるセキュリティレベルを国際標準にあわせ、テロ 行為や国

際組織犯罪を未然に防止するため、税関において、より早い段階で 海上コンテナー貨物に

関する詳細な情報を入手することにより、これまで以 上に水際における取締りを強化する

必要があることから本制度を導入します。 

 

問２．報告の対象となる貨物は何か。問２．報告の対象となる貨物は何か。問２．報告の対象となる貨物は何か。問２．報告の対象となる貨物は何か。    

 

答２．我が国に入港しようとする外国貿易船に積み込まれる海上コンテナー貨物 を報告の

対象とします。 

ただし、「空コンテナー」及びコンテナーに関する通関条約（昭和 46年条 約第６号）第１

条(ｂ)に規定するコンテナーの定義に該当しない「プラット ホームコンテナー」に積載さ

れた貨物は、報告の対象外とします。さらに、 本制度導入当初においては、制度定着まで

の当面の間、本邦で船卸しをしな い海上コンテナー貨物（通過貨物）についても、報告の

対象外とします。 

  

問３．コンテナー船が輸送する海上コンテナー貨物のみが報告の対象となるのか。問３．コンテナー船が輸送する海上コンテナー貨物のみが報告の対象となるのか。問３．コンテナー船が輸送する海上コンテナー貨物のみが報告の対象となるのか。問３．コンテナー船が輸送する海上コンテナー貨物のみが報告の対象となるのか。    

 

答３．船舶の種類に関係なく、我が国に入港しようとする外国貿易船に積み込ま れる海上

コンテナー貨物が報告の対象となります。したがって、コンテナー 船以外の船舶であって

も、海上コンテナー貨物を積載する場合には、当該貨 物に関する積荷情報の報告が必要と

なります。 

 

問４．報告の義務者は誰か。問４．報告の義務者は誰か。問４．報告の義務者は誰か。問４．報告の義務者は誰か。        

 

答４．外国の船積港を日本向けに出港する際に、オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ 

に基づく積荷情報を把握している運送契約の当事者である外国貿易船の運航 

者等（船会社等）及びハウスＢ／Ｌに基づく積荷情報を把握している荷送人 

（利用運送事業者等）を報告義務者とします。本制度導入当初においては、 



制度定着までの当面の間、荷送人（利用運送事業者等）のうち、当該運航者 

等と運送契約を締結する者を報告義務者とします。 

 

問５．サービスプロバイダーは報告義務者とはならないのか問５．サービスプロバイダーは報告義務者とはならないのか問５．サービスプロバイダーは報告義務者とはならないのか問５．サービスプロバイダーは報告義務者とはならないのか。。。。    

 

答５．出港前報告制度では、報告義務者が輸出入・港湾関連情報処理センター 

（ＮＡＣＣＳセンター）と直接利用契約を結ぶことなく、輸出入・港湾関連 

情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）への報告を行えるようＮＡＣＣＳとの接続 

が認められているサービスプロバイダーを通じて積荷情報の報告を行うこと 

ができるようにしています。 

したがって、サービスプロバイダーは、報告義務者が積荷情報をＮＡＣＣ 

Ｓへの報告を行う際に、接続サービス等を提供する者であり、報告義務者に 

はあたりません。 

  

問６問６問６問６．報告期限はいつまでか。．報告期限はいつまでか。．報告期限はいつまでか。．報告期限はいつまでか。    

 

答６．報告義務者及び税関が把握可能である出港日時を基準とし、原則、船積港 の出港

24 時間前までとします。 

ただし、現状の物流実態を踏まえ、現行の入港前報告制度において緩和措 置が適用されて

いる航路を基本とした近隣諸国の港を船積港とする一定の範 囲内の近海航路については、

船積港を出港する時までとします。 

なお、船積 24時間前までに報告を行った場合は、船積み前までにハイリスク貨物の事前通

知を受取ることができるため、船会社が当該貨物の船積みを 取止めることが可能となりま

す。  

弊社の S/I カットでございますが、原則下記の通りとなります。 

� ETD AM の本船：S/I CUT は 2 日前の正午 12:00 迄 

� ETD PM の本船：S/I CUT は 2 日前の 16:00 迄 

 

具体的な S/I cut 時間に関しては、実際の運航状況によって調整が御座いますので、弊

社積港支店(集荷代理店含む)にお問い合わせください。 

 

問問問問７７７７．船舶の運行スケジュールの変更等、急遽、トランシップが行われた場合、．船舶の運行スケジュールの変更等、急遽、トランシップが行われた場合、．船舶の運行スケジュールの変更等、急遽、トランシップが行われた場合、．船舶の運行スケジュールの変更等、急遽、トランシップが行われた場合、    トラントラントラントラン

シップ港を出港するシップ港を出港するシップ港を出港するシップ港を出港する 24242424 時間前までに、船会社が報告するマスターＢ／時間前までに、船会社が報告するマスターＢ／時間前までに、船会社が報告するマスターＢ／時間前までに、船会社が報告するマスターＢ／    Ｌに基づく積荷情Ｌに基づく積荷情Ｌに基づく積荷情Ｌに基づく積荷情

報のほか、利用運送事業者が報告する当該マスターＢ／Ｌ報のほか、利用運送事業者が報告する当該マスターＢ／Ｌ報のほか、利用運送事業者が報告する当該マスターＢ／Ｌ報のほか、利用運送事業者が報告する当該マスターＢ／Ｌ    に関連付けされるハウスＢ／に関連付けされるハウスＢ／に関連付けされるハウスＢ／に関連付けされるハウスＢ／

Ｌに基づく積荷情報についても報告を行う必要Ｌに基づく積荷情報についても報告を行う必要Ｌに基づく積荷情報についても報告を行う必要Ｌに基づく積荷情報についても報告を行う必要    があるのか。があるのか。があるのか。があるのか。    

 



答７．急遽、トランシップが行われた場合でも、原則としてマスターＢ／Ｌに基づく積荷

情報のほか、ハウスＢ／Ｌに基づく積荷情報についてもトランシッ プ港を出港する 24 時

間前までに改めて報告する必要があります。 

 

問問問問８８８８．荷受人欄については、「．荷受人欄については、「．荷受人欄については、「．荷受人欄については、「to orderto orderto orderto order」の報告が認められるのか。もし、」の報告が認められるのか。もし、」の報告が認められるのか。もし、」の報告が認められるのか。もし、「「「「to orderto orderto orderto order」の」の」の」の

報告が認められる場合には、荷受人名欄にのみ「報告が認められる場合には、荷受人名欄にのみ「報告が認められる場合には、荷受人名欄にのみ「報告が認められる場合には、荷受人名欄にのみ「to orderto orderto orderto order」」」」と入力して報告すること入力して報告すること入力して報告すること入力して報告することで良とで良とで良とで良

いか。いか。いか。いか。        

 

答８．関係事業者へのヒアリング結果を踏まえ、着荷通知先欄において、具体的 な名称、

住所及び電話番号を報告していただくことにより、荷受人欄につい て「to order」で報告

することを認めます。 

なお、この場合、荷受人名欄及び荷受人住所欄に「to order」を入力する ほか、荷受人国

名コード欄に着荷通知先と同じ国名コードを入力して報告し て下さい。 

 

問問問問９９９９．代表品目番号（ＨＳコード６桁）欄については、諸外国から報告義務者が．代表品目番号（ＨＳコード６桁）欄については、諸外国から報告義務者が．代表品目番号（ＨＳコード６桁）欄については、諸外国から報告義務者が．代表品目番号（ＨＳコード６桁）欄については、諸外国から報告義務者が    報告を報告を報告を報告を

行う場合、対応が困難ではない行う場合、対応が困難ではない行う場合、対応が困難ではない行う場合、対応が困難ではないか。か。か。か。    

 

答９．代表品目番号（ＨＳコード６桁）については、税関のリスク分析を実施す る上で必

要な項目であり、世界各国で利用されているコードであることから、 輸出地で適用される

コードでの報告を行う対応をしていただくことが可能で あると考えています。 

 

問問問問 11110000．品名欄について、代表品目番号の報告があれば具体的かつ詳細な品名の記．品名欄について、代表品目番号の報告があれば具体的かつ詳細な品名の記．品名欄について、代表品目番号の報告があれば具体的かつ詳細な品名の記．品名欄について、代表品目番号の報告があれば具体的かつ詳細な品名の記    載は不載は不載は不載は不

要ではないか。要ではないか。要ではないか。要ではないか。        

 

答 10．品名については、税関のリスク分析を実施する上で必要な項目であり、積 荷の内

容を容易に特定できるよう、具体的かつ詳細な品名（一般名称又は商 品名）を記載してい

ただきます。また、複数の品目がある場合には、代表品 目だけでなく複数の品名を 350

桁以内で可能な限り記載していただく必要が あります。 

  

問問問問 11111111．税関からのリスク分析結果の事前通知はいつ通知されるのか。．税関からのリスク分析結果の事前通知はいつ通知されるのか。．税関からのリスク分析結果の事前通知はいつ通知されるのか。．税関からのリスク分析結果の事前通知はいつ通知されるのか。        

 

答 11．税関では、原則として、積荷情報の報告を受けてから 24時間以内に、リス 

ク分析結果の事前通知を行います。 

したがって、船積 24 時間前までに報告を行うことにより、船積み前までに 

ハイリスク貨物に対する事前通知を受取ることが可能となり、船会社が当該 

貨物の船積みを取止めることができることとなります。 



 

問問問問 12121212．日本でトランシップする外国向け貨物は報告の対象となるのか。．日本でトランシップする外国向け貨物は報告の対象となるのか。．日本でトランシップする外国向け貨物は報告の対象となるのか。．日本でトランシップする外国向け貨物は報告の対象となるのか。    

 

答 12．日本でトランシップされ、外国向け運送される貨物の情報も報告が必要で す。 

 

問問問問 13131313．着荷通知先が荷受人と同じ場合、着荷通知先の名称、住所及び電話番号は、．着荷通知先が荷受人と同じ場合、着荷通知先の名称、住所及び電話番号は、．着荷通知先が荷受人と同じ場合、着荷通知先の名称、住所及び電話番号は、．着荷通知先が荷受人と同じ場合、着荷通知先の名称、住所及び電話番号は、    荷受荷受荷受荷受

人と同じ内容を入力すればよいか。このような場合、「人と同じ内容を入力すればよいか。このような場合、「人と同じ内容を入力すればよいか。このような場合、「人と同じ内容を入力すればよいか。このような場合、「Same Same Same Same as Consigneeas Consigneeas Consigneeas Consignee」という記載は」という記載は」という記載は」という記載は

認められるのか。認められるのか。認められるのか。認められるのか。    

 

答 13．着荷通知先が荷受人と同じ場合には、荷受人と同じ名称、住所及び電話番号を入力

してください。なお、「Same  as  Consignee」という記載はせず、荷受人と同じ名称、住

所 及び電話番号を再度入力してください。 

 

問問問問 14141414．品名の記載について、一般名称又は商品名の無い化学品等は商業上の秘匿．品名の記載について、一般名称又は商品名の無い化学品等は商業上の秘匿．品名の記載について、一般名称又は商品名の無い化学品等は商業上の秘匿．品名の記載について、一般名称又は商品名の無い化学品等は商業上の秘匿    事項で事項で事項で事項で

成分を記載することができないがどうすればよいか。成分を記載することができないがどうすればよいか。成分を記載することができないがどうすればよいか。成分を記載することができないがどうすればよいか。    

 

答 14．一般名称の無い化学品等で商業上の秘匿事項で成分を記載することができ ない場

合には、用途を記載してください。 

 

問問問問 15151515．「出港前報告．「出港前報告．「出港前報告．「出港前報告((((ハウスＢ／ＬハウスＢ／ＬハウスＢ／ＬハウスＢ／Ｌ))))（ＡＨＲ）」業務でハウスＢ／Ｌに基づく積（ＡＨＲ）」業務でハウスＢ／Ｌに基づく積（ＡＨＲ）」業務でハウスＢ／Ｌに基づく積（ＡＨＲ）」業務でハウスＢ／Ｌに基づく積    荷情報を荷情報を荷情報を荷情報を

報告する際、「マスターＢ／Ｌ番号」欄には、船会社発給のマス報告する際、「マスターＢ／Ｌ番号」欄には、船会社発給のマス報告する際、「マスターＢ／Ｌ番号」欄には、船会社発給のマス報告する際、「マスターＢ／Ｌ番号」欄には、船会社発給のマス    ターＢ／Ｌの番号のみをターＢ／Ｌの番号のみをターＢ／Ｌの番号のみをターＢ／Ｌの番号のみを

入力すれ入力すれ入力すれ入力すればよいか。ばよいか。ばよいか。ばよいか。    

 

答 15．１桁目から４桁目にＮＡＣＣＳ用船会社コードを入力し、マスターＢ／Ｌ 番号を

入力してください。 

本欄は、「出港前報告（ＡＭＲ）」業務で報告されたマスターＢ／Ｌに基 づく積荷情報との

関連付けを行うために必要な項目ですので、同一内容とな るようにしてください。 

※ SITC 船社コード： 12PD 

 

問問問問 17171717．荷送人コード欄又は荷受人コード欄若しくは着荷通知先コード欄に入力す．荷送人コード欄又は荷受人コード欄若しくは着荷通知先コード欄に入力す．荷送人コード欄又は荷受人コード欄若しくは着荷通知先コード欄に入力す．荷送人コード欄又は荷受人コード欄若しくは着荷通知先コード欄に入力する輸出入る輸出入る輸出入る輸出入

者コードは何処かで確認することができるのか。者コードは何処かで確認することができるのか。者コードは何処かで確認することができるのか。者コードは何処かで確認することができるのか。    

 

答 17．報告義務者である外国貿易船の運航者等（船会社等）と運送契約を直接締 結する

利用運送事業者は、他の運送取扱事業者から貨物の運送委託を受ける 際に、実際の輸

出入者に関する情報を入手することができなかった場合、当 該利用運送事業者が把握

する荷送人及び荷受人に関する情報を報告すること で差し支えありません。 



 

問問問問 18181818．税関ホームページに掲載されているＨＳコード（６桁）の一覧表はどの．税関ホームページに掲載されているＨＳコード（６桁）の一覧表はどの．税関ホームページに掲載されているＨＳコード（６桁）の一覧表はどの．税関ホームページに掲載されているＨＳコード（６桁）の一覧表はどの    バージョバージョバージョバージョ

ンを使用すればよいのかンを使用すればよいのかンを使用すればよいのかンを使用すればよいのか。 

 

答 18．ＨＳコードについては税関ホームページ上で公表していますので、最新の ものの

うち 01 類から 97 類までのコード使用して報告してください。 

http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm （税関ホームページ） 

  

問問問問 19191919．複数の品目がある場合、代表品目番号欄には、どのＨＳコードを入力すれ．複数の品目がある場合、代表品目番号欄には、どのＨＳコードを入力すれ．複数の品目がある場合、代表品目番号欄には、どのＨＳコードを入力すれ．複数の品目がある場合、代表品目番号欄には、どのＨＳコードを入力すれば良いのば良いのば良いのば良いの

か。か。か。か。    

 

答 19．数量の多い品目又は価格の高い品目のＨＳコードを１つ選択し、代表品目 番号欄

に入力して報告して下さい。 

 

 

問問問問 20202020．危険貨物等コード欄、ＩＭＤＧクラス欄及びＵＮ．危険貨物等コード欄、ＩＭＤＧクラス欄及びＵＮ．危険貨物等コード欄、ＩＭＤＧクラス欄及びＵＮ．危険貨物等コード欄、ＩＭＤＧクラス欄及びＵＮ    Ｎｏ欄は、該当する危険Ｎｏ欄は、該当する危険Ｎｏ欄は、該当する危険Ｎｏ欄は、該当する危険    貨物の貨物の貨物の貨物の

場合にのみ入力すれば良いか。場合にのみ入力すれば良いか。場合にのみ入力すれば良いか。場合にのみ入力すれば良いか。    

 

答 20．ＩＭＤＧクラス欄及びＵＮ Ｎｏ欄は、該当する危険貨物の報告を行う場合 には、

必ず入力してください。一方、危険貨物等コード欄は、後続業務で使用する項目のため、

出港前報告においては入力不要です。 

 

問問問問 21212121．複数のＩＭＤＧコードに該当する品目がある場合、ＩＭＤＧクラス欄及び．複数のＩＭＤＧコードに該当する品目がある場合、ＩＭＤＧクラス欄及び．複数のＩＭＤＧコードに該当する品目がある場合、ＩＭＤＧクラス欄及び．複数のＩＭＤＧコードに該当する品目がある場合、ＩＭＤＧクラス欄及び    ＵＮＵＮＵＮＵＮ    ＮＮＮＮ

ｏ欄には、どのＩＭＤＧコードを入力すれば良いのか。ｏ欄には、どのＩＭＤＧコードを入力すれば良いのか。ｏ欄には、どのＩＭＤＧコードを入力すれば良いのか。ｏ欄には、どのＩＭＤＧコードを入力すれば良いのか。    

 

答 21．ＮＡＣＣＳセンターの出港前報告制度掲示板のコード集で公表されている ＩＭＤ

Ｇコードに該当する品目のうち、数量の多い品目又は価格の高い品目 の IMDG コード（Ｉ

ＭＤＧクラス及びＵＮ     Ｎｏ）を１つ選択し、ＩＭＤＧクラ ス欄及びＵＮ Ｎｏ欄に入

力して報告して下さい。 

http://www.naccscenter.com/afr/codej.html     (出港前報告制度掲示板) 

  

問問問問 22222222．自社システムの定期保守時間に報告期限が到来する場合には、ＮＡＣＣＳ．自社システムの定期保守時間に報告期限が到来する場合には、ＮＡＣＣＳ．自社システムの定期保守時間に報告期限が到来する場合には、ＮＡＣＣＳ．自社システムの定期保守時間に報告期限が到来する場合には、ＮＡＣＣＳ    への報への報への報への報

告が行えな告が行えな告が行えな告が行えないことが想定される。この場合、電気通信機器の故障としいことが想定される。この場合、電気通信機器の故障としいことが想定される。この場合、電気通信機器の故障としいことが想定される。この場合、電気通信機器の故障とし    て、税関からの指て、税関からの指て、税関からの指て、税関からの指

示にしたがって書面で積荷情報の報告をすれば良いか。示にしたがって書面で積荷情報の報告をすれば良いか。示にしたがって書面で積荷情報の報告をすれば良いか。示にしたがって書面で積荷情報の報告をすれば良いか。    

 

答 22．このような場合、自社システムの定期保守時間までに報告を行っていただ き、税



関の報告期限を過ぎないよう対応してください。 

 

問問問問 22223333．ＮＡＣＣＳの定期保守時間については、電気通信機器の故障として書面で．ＮＡＣＣＳの定期保守時間については、電気通信機器の故障として書面で．ＮＡＣＣＳの定期保守時間については、電気通信機器の故障として書面で．ＮＡＣＣＳの定期保守時間については、電気通信機器の故障として書面で    の報告の報告の報告の報告

が必要か。それとも、保守時間終了後に報告をすれば良いのか。が必要か。それとも、保守時間終了後に報告をすれば良いのか。が必要か。それとも、保守時間終了後に報告をすれば良いのか。が必要か。それとも、保守時間終了後に報告をすれば良いのか。    

 

答 23．このような場合、ＮＡＣＣＳの定期保守時間までに報告を行っていただき、 税関

の報告期限を過ぎないよう対応してください。 

 

 


